
 

海賊対処行動に係る内閣総理大臣の承認について 

 

令和６年１１月５日 

閣 議 決 定 

 

 

 内閣総理大臣は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する

法律（平成２１年法律第５５号）第７条第１項の規定に基づき、同

条第２項に規定する対処要項（別紙）を付して防衛大臣から承認を

求められた海賊対処行動について、これを承認する。 



別紙 

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律に基づく海賊 

対処行動に関する対処要項 

 

１ 海賊対処行動の必要性 

  ソマリア沖・アデン湾は、我が国及び国際社会にとって、欧州や中東から

東アジアを結ぶ極めて重要な海上交通路に当たる。当該海域における重火器

で武装した海賊による事案の多発・急増に鑑み、平成２１年７月２４日から

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律（平成２１年法律第５５

号。以下「海賊対処法」という。）第７条第１項の規定による海賊対処行動

により、自衛隊の部隊を派遣し、ソマリア沖・アデン湾において、海賊行為

に対処するために必要な行動を実施してきた。 

   現在、ソマリア沖・アデン湾における海賊による事案の発生件数は低い水

準で推移しており、これには自衛隊を含む各国部隊による海賊対処活動、船

舶の自衛措置、民間武装警備員による乗船警備等が大きく寄与している。自

衛隊の護衛活動については、直接護衛の申請件数は減少しているものの海賊

行為に脆弱な船舶からの護衛の要望は継続しており、海賊を生み出す根本的

な原因はいまだ解決しておらず、海賊による脅威が引き続き存在しているこ

とから、海賊行為に対処しなければならない状況には依然として変化が見ら

れない。 

   また、海上保安庁がソマリア沖・アデン湾における海賊行為に対処するこ

とが困難であることについては、国土交通大臣から別添のとおり判断が示さ

れたところである。 

   このため、引き続き海賊行為に対処するため特別の必要があると認められ

ることから、海賊対処法第７条第１項の規定による海賊対処行動により、自

衛隊の部隊を派遣し、ソマリア沖・アデン湾において、海賊行為に対処する



ために必要な行動を継続することとする。 

 

２ 海賊対処行動を行う海上の区域 

  自衛隊が海賊行為への対処を行う海上の区域は、ソマリア沖・アデン湾と

する。 

 

３ 海賊対処行動を命ずる自衛隊の部隊の規模及び構成並びに装備並びに期間 

（１）規模及び構成 

   ア 海賊行為への対処を護衛艦により行うための部隊（人員約２００名。

ただし、部隊の交替を行う場合は約４００名） 

  イ 海賊行為への対処を航空機により行うためジブチを拠点とする部隊

（人員約６０名。ただし、部隊の交替を行う場合は約１１０名）及び必

要に応じ人員や整備機材等の航空輸送を本邦と当該拠点との間で実施す

るための部隊（人員約１３０名） 

   ウ ア及びイに規定する部隊が海賊行為への対処を行うために必要な業務

を行うための部隊（人員約１３０名。ただし、部隊の交替を行う場合は

約２６０名） 

   エ 自衛隊が海賊対処行動を的確かつ効果的に行うため、次に掲げる部隊

及び関係諸機関と第１５１連合任務群司令部との連絡調整を行うための

部隊（人員１５名以内） 

     （ア）ア及びイに規定する部隊 

     （イ）第１５１連合任務群に参加する諸外国の軍隊その他の関係諸機  

関 

  オ 自衛隊が海賊対処行動を的確かつ効果的に行うため、次に掲げる部隊

及び関係諸機関と連合海上部隊司令部との連絡調整を行うための部隊



（人員２名以内。ただし、部隊の交替を行う場合は４名以内） 

（ア）第１５１連合任務群司令部 

（イ）ア及びイに規定する部隊 

（ウ）第１５１連合任務群に参加する諸外国の軍隊その他の関係諸機関 

（２）装 備 

   ア 艦 船 

       護衛艦１隻（ただし、部隊の交替を行う場合は護衛艦２隻） 

  イ 航空機 

     （ア）固定翼哨戒機Ｐ－３Ｃ１機（ただし、航空機の交替を行う場合は

固定翼哨戒機Ｐ－３Ｃ２機） 

     （イ）必要に応じ輸送機Ｃ－１３０Ｈその他の輸送に適した航空機３機

以内 

  ウ その他 

       自衛隊員の健康及び安全の確保、自衛隊の装備品等の警護並びに海賊

行為への対処に必要な装備（ア及びイに掲げるものを除く。） 

（３）期 間 

     令和６年１１月２０日から令和７年１１月１９日までの間 

 

４ その他海賊対処行動に関する重要事項 

（１）自衛隊は、２に規定する区域における諸外国の活動の全般的状況、現地

の海賊の状況等に関する情報その他の海賊対処行動の実施に必要な情報に

関し、関係行政機関と相互に密接に連絡をとるものとする。 

（２）自衛隊が本海賊対処行動を行うに当たって、海上保安官は、護衛艦に同

乗し、必要となる司法警察活動を行うものとする。 

（３）自衛隊は、海賊対処行動を的確かつ効果的に行うため、海賊行為への対



処を行う諸外国の軍隊その他の関係諸機関と必要な協力を行うものとする。 



別添 

 

我が国においては、海賊行為への対処は、海上における人命若しくは財産の

保護又は治安の維持について第一義的責務を有する海上保安庁の任務であるが、

ソマリア沖・アデン湾の海賊対策として、海上保安庁の巡視船を派遣すること

は、①我が国からソマリア沖までの距離が約６５００海里離れていること、②

ソマリア沖の海賊がロケットランチャー等の重火器で武装していること、③海

上保安庁が諸外国の海軍軍艦との連携行動の実績がないこと等を総合的に勘案

すると、現状においては、困難である。 

 


